
北海道立特別支援教育センターの山田です。

こちらの部会は田中ビネー知能検査Ｖとなっております。

ここからの時間、概要の説明、その後心理検査の実施と演習、結果の解釈。そして、事
例を用いた検査結果の分析と協議を行いながら、本検査について理解を深め、学校での指
導に役立てていただくことを期待しています。

どうぞよろしくお願いいたします。
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この時間の内容です。
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まず、田中ビネー知能検査Ｖがどのような検査なのかという特徴を説明します。



初めに、検査を実施するにあたって、心得ておくべき姿勢についてお話したいと思いま
す。

検査は実施することが目的ではありません。子どもと保護者の方が困っていること、悩
んでいることを明らかにして、検査をきっかけとして効果的な支援につなげていくことが
大切です。

そのためには、まず、子どもと保護者の方が「何をどのように困っているのか」を丁寧
な聴き取りと詳細な観察を通して、相談の主訴を具体的にし、共通理解していくことが重
要になります。

こうしたやり取りの中で、何らかの発達上の問題や課題があるかも知れないという見立
てを得られた時に、この仮説を客観的に裏付けるための手段として、初めて心理検査を導
入することが必要となってきます。

検査を実施することが、子どもと保護者の方にとって利益となるためには、検査を実施
する側も何を明らかにすべきか十分に理解して共感しておく姿勢が、とても重要になりま
す。

検査を実施してどんな情報を得たいのか、何が知りたいのかを明確にして必要な検査を
しなければ、多くの検査を実施してみたものの得られた情報が生かされないことになりま
すし、相談者へ多大な負担が掛かってしまいます。
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【配付しない】

心理検査には、ウェクスラー式や今回学ぶビネー式など数多くの心理検査がありますが
、なぜ、数ある心理検査の中から田中ビネー知能検査Ⅴを選び実施するのでしょうか？

心理アセスメントを実施するとき、まず最初に考えるべきことは、何のために誰のため
に検査を実施するのかということです。

なぜなら、目的によって、また相談者によって選ばれる検査は異なり、選択された検査
を実行するうえでの留意点や観察点にも違いがあるからです。

どの検査を選択するかは、相談者のニーズが何であるかによります。

なぜこの相談に対して田中ビネー知能検査Ⅴを選んだのか、理由は何であるかを明確に
しておく必要があり、そのためには、各検査に精通し、その心理検査の特徴をよく理解し
ておくことが必要です。
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では、田中ビネー知能検査Ⅴには、どのような特徴があるのかを見ていきます。

田中ビネー知能検査Ⅴは、外国の検査法を翻訳したものではなく、ビネーの知能観に基
づいて作成された日本人向けの知能検査です。

初版は1947年に発刊され、本日皆さんに演習していただく2003年版は、初版から数えて
５番目に当たるため、正式名称を「田中ビネー知能検査Ｖ」と言います。

2003年の改訂の最も大きな目的は、時代に即した知能検査の尺度を作成することで、当
時の子どもの知的発達にどのような変化が起こっているのかを検証しながら、問題の入れ
替えや合格基準の見直しとともに、検査用具についても図版が全面的に描き換えられ、道
具も幼児が握りやすい厚さや大きさにするなど、すべての用具が見直されています。

２歳から成人までが対象となっており、知能指数を算出することができます。

13歳までは、知能指数と精神年齢を算出できますが、14歳以上は、精神年齢を算出せず
、偏差知能指数を算出します。ここについては、後ほど説明します。

また、発達の遅れなどにより、１歳級の問題でも全問正解ず発達を捉えきれない子ども
のための指標となる、「発達チェック」が新たに作成されました。

年齢に応じた問題構成については次のスライドで説明します。

(理論マニュアルP31～39、P43～45)
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ビネー法の最大の特徴は、年齢に応じて分けられた問題構成となっている点です。

これは、ある子どもがどのくらい発達しているか、あるいは遅れを示しているのかを知
る手掛かりとなります。

多くの知能検査がこれを知能指数という数値で示しますが、支援方法を考えるときに、
「平均的な子どもより遅れている」あるいは「進んでいます」と言われても、「遅れてい
るからどの支援が必要ですか？」と聞かれても具体的な支援方法は浮かびづらいのではな
いでしょうか？

その点、年齢尺度で構成されているビネー法は、できなかった問題、あるいはできた問
題の年齢的な基準が示されます。年齢的な指標があるとイメージはつかみやすく、しかも
各問題が実生活に即した内容であるため、具体的にどのような学習をしたらよいのかを示
唆してくれます。

田中ビネー知能検査が最もよく活用されるのは、知的発達の遅い早いをトータルに捉え
たい場合が多いです。

反面、偏った能力を相対的に診断する際は、WISCなどのウェクスラー系の検査や、KABC
などの検査が適しているといわれています。

しかし、田中ビネー知能検査に精通しており、なおかつ心理学的な見地も持ち合わせた
テスターが実施すれば、各問題の意味することや子どもの反応への理解などから分析的な
診断も可能です。
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知能の定義とは何でしょうか。

ビネー法では、知能を各因子に分かれた別々の能力の寄せ集めと考えるのではなく、一
つの統一体として捉えています。

ビネーは、はっきりと知能を定義しなかったといわれていますが、子どもが問題に取り
組むときの様子から、知能が３つの要素から成り立っていると分析しました。

この３つの要素とは、方向性（何らかの問題が起きた時に、それに向かって集中する力
）、目的性（途中であきらめたりせずに、最後まで取り組み続ける力）、自己批判性（自
分が取り組んだことを客観的に判断する力）の３つの要素で、ビネーは、人が何か問題に
直面したとき、これらの３つの力が共通に作用して働くのではないかと考えたようです。

（理論マニュアルP40～41）

8



長方形の組み合わせで説明します。

子どもが好きな組み合わせ遊びの一つです。これは遊びであり、同時に与えられた用具
と感覚と運動による知能の作業です。この活動を分析すると、３つの要素からなっている
ことが分かります。
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方向性とは、到達すべき目標、形づくるべき図形を頭に入れておくことです。この目標
を理解していなければならず、またそれを忘れず、見失わないようにしなければなりませ
ん。
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目的性とは、目標観念に導かれながら、様々な違った組み合わせを試みることです。
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自己批判性とは、出来上がった図形を見本図形と比べながら、それと似たものができた
かどうか判断することです。方向性や目的性をクリアした上で、自己の反応結果について
適切に自己批判するのもです。

例えば、図形が上手く描けなかったと思えば次には修正する、３枚のうちどれが一番よ
く描けたかなどを判断できる能力のことです。
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ビネー式の知能検査もウェクスラー式の知能検査も、どちらも知能指数を算出できます
が、それぞれのＩＱの意味は異なります。

ビネー式の検査は知能指数や精神年齢を算出するもので、それぞれの年齢に応じた検査
を実施していくのが特徴です。例えば、６才の問題、３才の問題というように分類され、
その中に算数や言葉の問題などが組み込まれています。

ビネー式では、精神年齢(ＭＡ)を生活年齢（ＣＡ)で割り、100を掛けることで算出しま
す。精神年齢が６才、実際の年齢が12才であればＩＱ=50となります。

ウェクスラー式知能検査は、集団の中での知能の偏差値を出すもので、言語や知覚、ワ
ーキングメモリーなど、それぞれの分野ごとに検査を実施します。

同年齢の子どもと比較してどのような位置にその子どもの知能が位置するのかを算出で
きることや、認知能力の個人内の偏りを知能特性として把握できるという特徴があります
。

ＩＱの算出方法としては、個人得点から平均点を引いた数を標準偏差（15）で割り、100
を掛けることで算出します。

算出される数値は同じ「ＩＱ」ですが、算出方法が違うので、単純に数字を比較しない
よう注意が必要です。

【理P40】
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田中ビネー知能検査Ⅴで示される知能指数（ＩＱ）の留意点について説明します。

スライドには、田中ビネー知能検査Vを実施した４名の結果を示しています。

例えば、左側のＡさんとＢさんのＩＱが120であったとします。

この結果を見て、皆さんはそれぞれの二人の発達は同じと考えるでしょうか。

（受講者は考える→１～２名指名し、考えを聞く。）

＜クリックでA～Bの生活年齢と精神年齢を表示する＞
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全く同じ値（ＩＱ）を得ていても、上の事例は、精神年齢が１歳程度の差であるが、下
の事例では２歳程度の差があると判断されます。

＜クリックでC～Dの生活年齢と精神年齢を表示する＞

これは、右側の事例でも同じことが言えます。

このように、子どもの生活年齢と検査結果から導き出される精神年齢との比例によるＩ
Ｑ（知能指数）は、年齢が異なると同じ値（ＩＱ）でも、同じ知能の高低を表すわけでは
ないという短所があります。
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田中ビネー知能検査Ｖでは、２歳から13歳までは、知能指数と精神年齢を算出しますが
、14歳以上は精神年齢を算出せず、偏差知能指数を算出することをお伝えしました。

2003年当時、日本で発刊されている知能検査のほとんどが、同年齢集団の中での相対評
価で知的発達を捉えようとしていました。従来のＩＱや精神年齢という尺度を持っている
検査は「田中ビネー知能検査」の他にはごく少数であったため、田中ビネー知能検査法は
どうあるべきかの議論が尽くされましたが、ビネー法が幼い子どもたちの発達を捉える尺
度として出発したことを考慮し、精神年齢は残すとしました。

幼児や児童は、年齢が上昇するとともに、色々なことができるようになったり、知識が
増えるなど、知能の発達が年齢との関係で変化していく傾向が見られます。そのため、年
齢尺度の問題構成は大いに意義があります。

では、成人はどうでしょうか？例えば、40歳の人が精神年齢20歳と評価された場合と、
精神年齢60歳と評価された場合、どちらが優れているといえるでしょうか。

このように、成人は生活年齢が高くなるにつれて年齢との関係だけでは知能発達が捉え
られなくなります。

そのため、成人については、精神年齢を算出せず偏差知能指数で示すこととしています
。

なお、知能は加齢に伴って分化する傾向にあることから、スライド下部に示したように
４つの領域から、被検査者の特徴を分析できるようになっています。（理論マニュアルP33
～35）
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（理論マニュアルP36～37）

偏差知能指数（DIQ）は、４つの因子に分かれています。

〇 結晶性領域…「抽象語」「概念の共通点」「文の構成」「ことわざの解釈」「概念の
区別」の下位検査となります。結晶性知能は一生涯を通じて発達していくと考えられてい
ます。

〇 流動性領域…「積木の立体構成」「マトリックス」の下位検査となります。結晶性領
域と対になるものです。

○ 記憶領域…「語の記憶」「場面の記憶」「数の順唱」「数の逆唱」の下位検査となり
ます。記憶とは過去に経験したことを保持しておき、必要に応じて思い出す過程のことで
す。

○ 論理推理領域…「関係推理」「数量の推理」の下位検査となります。結晶、流動、記
憶の要素が全て関連する能力の領域です。
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次に、田中ビネー知能検査Ｖの実施に当たってポイントとなることを説明します。



講義の冒頭でも少しお話しましたが、心理アセスメントを行うときに、まず考えるべきことは、
何のために、誰のために検査をするのかということです。

よく、特センの相談で「検査を実施してほしいんです」というお電話をいただきますが、目的や
対象者によって選ばれる検査は異なりますし、検査を行う上での留意点や観察点にも違いがありま
す。

数多くある心理アセスメントの中から、なぜ、この子どもに知能検査が選択されたのか、また、
色々な種類のある知能検査の中で田中ビネー知能検査を選んだ理由は何かを明確にしておく必要が
あります。

２点目は、検査を実施して、どのような情報を得たいのかを整理しておくことです。

例えば学校などで不適応を起こしている子どもがいた場合、その原因は友達関係であったり、親
子関係や発達的な問題など様々なことが考えられます。

想定されるいくつかの原因のうち、どこに焦点を当てるのがよいのか、何を知りたいのかを整理
しておくことが大切です。

もちろん十分に検討したとしても１つには絞り込めないこともありますし、検査も色々な特徴が
ありますので、テストバッテリーを組んで明らかにする場合もあります。

しかしながら、手当たり次第に色々な検査を実施すればよいということではなく、「何が知りた
いか」を明確にして必要な検査を選定していくことが大切です。

（特センの相談でも検査の選択に迷うこと。巡回相談ではバッテリーを組んでいることについて
意図を説明する。）

３点目は、検査を実施することのメリットとデメリットを理解して実施するということです。

知能検査を実施することで、知能発達の遅速や偏りを明らかにすることができますが、一方で、
検査を受けることは、子ども自身に精神的、身体的、時間的な負担が大きく掛かるものです。

検査を実施するものとして、このようなデメリットに十分な配慮が必要ですし、大きな負荷を掛
けて実施する検査の結果は、子どもにメリットがあるものでなければなりません。
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また、支援をする側が、この子どもには知能検査の実施が望ましいと考えても、実際に
受けるかどうかを決めるのは本人であり、保護者です。

医療現場では、インフォームド・コンセントという言葉が当たり前になりましたが、知
能検査を実施するに当たっても、本人や保護者に十分な説明を尽くすことが大切です。

なぜ、知能検査が望ましいのか。受けることで何が分かり、今後の成長にどのように役
立つのか。負担はどの程度なのかなど、テスターには、メリットやデメリットを知らせる
義務があります。

双方が納得の上で実施した検査は、そこから得られた援助方法も納得できるものとなり
、知能検査がよりよく活用されることになります。

検査を受ける側は、納得のいくまで質問をする権利を持っています。その上で、受ける
か否かを決定するのは被検査者であり、同意が得られなかった場合は、テスターはその意
向に従うのが、インフォームド・コンセントの鉄則です。

先ほどのスライドでもお伝えしたように、誰のための検査であるかを考えることが重要
です。
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知能検査がよく活用されるためには、よき解釈ができなくてはなりません。

そして、検査結果を解釈するには、まず検査が正しく実施されることが前提条件となります。

経験の浅いテスターの中には、技術の未熟さや認識不足から勝手に判定基準を変えたり、実施法
や採点を甘くしたり、反対に辛くしたりしすぎるなどの行為が見られる場合があります。

また、マニュアルと首っ引きで余裕がなく、子どもの様子をよく観察できないこともあるかもし
れません。所要時間が掛かりすぎても子どものパフォーマンスを下げててしまいます。

テスターには、検査の実施に習熟し、子どもを見取る洞察力や観察力が求められます。

また、知能の測定は身長や体重にように直接、測定器具で測るのとは異なり、検査に対する子ど
ものパフォーマンス（遂行と反応）をとおして間接的になされるものです。

そのため、子どもの持っている能力を十分に引き出せるかどうかがテスターの要件となります。

例えば、テスターが不慣れで子どもが検査に意欲が持てない状態で実施された検査結果は、子ど
もの知能を正しく測定していないことになります。

また、②のように、受容的・共感的に子どもの反応を捉えられる素養も大切です。

テスターの対応が暖かく受容的な場合と、アセスメントをすることのみにとらわれた義務的で冷
たい場合とでは、子どもの反応が異なることは皆さんも想像ができると思います。

これらの要件を備えたテスターが田中ビネー知能検査Ｖを実施した時に、信頼できる結果が得ら
れるとマニュアルに書かれています。
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知能を測定するというデリケートな行為は、テスターと子どもとの間に信頼できる人間
関係が存在して初めて成し得ることです。

そのため、ラポートの形成は、検査を実施する上で、最初にクリアしなくてはならない
大切な事項となります。

ラポートを形成する具体をいくつかスライドに掲載しました。

➃に示した受容的な受け止めについて、特に気を付けたいのは、子どもの反応を過剰に
褒めたり、正答であることをいちいちフィードバックすべきではないということです。

そのようなフィードバックをテスターがしてしまうと、「フィードバックが得られなか
ったから誤答なんだな」と感じるなど、正当か誤答かに子どもの関心が向いてしまうこと
も心配されます。

また、ラポートが成立せずに子どもが反応することを拒否したり、でたらめを答えたり
、指示に従わないこともあります。このようなことはかなり熟練したテスターが検査に当
たっても十分にあり得ることです。

そのような場合は、無理せず時間を掛けて信頼関係を築いたり、時には、別な機会に検
査を設定しなおすことも必要になります。

検査に取り組む子どもが「一生懸命取り組もう」と意欲が湧いたり、続くような信頼関
係の成立が大切です。
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田中ビネー知能検査Ｖは、全部で109問から成り立っています。

一度の検査で全ての問題を実施することはありませんが、どの年齢級から始めてもスム
ーズに実施できるよう、検査の内容や手順に習熟しておくことが必要となります。

（理論マニュアルP76）
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生活年齢２歳０ヵ月～13歳11ヵ月の検査手順の基本原則は、

①子どもの生活年齢と等しい年齢級から開始する。

②一つでも合格できない問題があったら下の年齢級へ下がって、全問題

を合格する年齢級まで行う。

③全問題を合格できたら、上の年齢級に進み、全問題が不合格となる年

齢級まで順次行っていく。

つまり、全問題を合格できた年齢級から全問題が不合格となった年齢級までを実施する
こととなります。

（実施マニュアルP15）
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実際の検査問題の配列で説明します。

こちらは、生活年齢４歳８ヶ月の子どもの検査結果です。

まずは、生活年齢と等しい年齢級で開始しますので、（クリックで①を表示）４歳級か
ら開始します。

この子どもは、４歳級で不合格の問題があることから、次に３歳級に取り組みます。

３歳級でも不合格があるため、２歳級を実施し、全問正解したので、下限が確定となり
ます。

次に上限をとるために、５歳級を行います。（１問でも合格があれば上がり続ける。）

５歳級では、２問合格しているので、６歳級を実施し、全問不合格となったので上限が
確定し、終了となります。



26

では、発達の遅れが予想される場合はどうでしょう。

基本原則は、子どもの生活年齢と等しい年齢級から開始するとなっていますが、発達の
遅れが予想されるケースは、周囲の人から情報を得て、どの年齢級であればスムーズに検
査に入れるかを予測し、開始する年齢級を決めてもよいとされています。

予測が誤っていたら適宜変更して、できるだけ早く安定して取り組める年齢級を定めて
基底となる年齢を押さえることが大切です。

（実施マニュアルP18）
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発達の遅れのある８歳８か月の子どもの検査手順を例に説明します。

周囲の聞き取りなどから、６歳級から開始しましたが、１問目で不合格となっています
。

この子どもの場合６歳級が全問不合格の可能性があるので、１問実施しただけで５歳に
下がります。

５歳級でも、６歳級と同様に、１問実施しましたが不合格だったため、さらに下の年齢
級に下がります。

４歳級は、はじめの１問で合格しているので全問実施しました。しかし、不合格がある
ので、さらに下がります。

３歳級も同様に行い、２歳級が全問正解となったので、ここが下限となります。

次に上限をとるために、途中だった５歳級を実施します。この子どもは、５歳級で全問
不合格となったため上限年齢が確定し終了となります。
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田中ビネー知能検査Ⅴでは、内容が同一で合格基準のみが異なる問題が、異なる年齢級
で繰り返し出現します。

これらの問題は、内容は同じであるから、最初に当たった問題のみを実施し、その後の
再出現問題は繰り返し実施することはありません。

ただし、その都度正答数だけは記録用紙に記入し、各年齢の合格基準に応じて合否の判
定をしていくことが大切です。

もし、再出現問題を実施してしまった場合は、たとえその結果が最初のものより良い成
績だったとしても、必ず最初の結果を採用し合否を決定してください。

（実施マニュアルP20）
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検査の実施にあたっては、マニュアルの手順通りに実施すること、子どもの反応を記録
用紙に記入すること、検査と並行して正確に採点することが大切です。

特に、実施マニュアルには、実施の手続きは詳細に記されていますが、解答例は別のマ
ニュアルに示されているため、検査を実施しながら正確に採点を行うためには、判定基準
を充分に理解しておくことが大切です。

（実施マニュアルP30～34）



時間の測定では、問題によって制限時間が設けられていたり、記憶に関連する問題では提示時間が規定さ
れていますので、これらの時間はストップウォッチで正確に計時する必要があります。

制限時間とは、試行が許される最大の時間、タイムリミットのことです。制限時間が何分、何秒であるか
は、通常は子ども（被検査者）には知らされない理由は、子どもが一定時間内に反応し終わらなくてはなら
ないというプレッシャーから、慌ててしまったり、集中できなくなることを防ぐためです。しかし、13歳級
以降では、「制限時間は３分です」など、最初にタイムリミットを提示する問題があるため、実施する場合
は注意が必要です。

提示時間とは、記憶の問題に設けてあるもので、記銘に要する時間を一律にするために設けられた時間で
す。各問題によって異なるため、規定されたとおり正確にストップウォッチで計時する必要があります。

検査時間とは、定められた時間全てを使って、その課題に対処するために設けられたものです。例えば、
「制限時間１分」は、１分以内であればどの時点でその問題を終了しても構いませんが、「検査時間１分」
の場合は、子ども（被検査者）は必ず１分間、その問題の解決に当たらなくてはなりません。

文や話の記憶問題、数唱問題などでは、たとえ子どもにとって了解することが困難な内容であっても一字
一句たりとも変更してはいけません。

また、数詞の読み方は、聞き間違いのないように決められています。ただし、子どもが４（よん）を「シ
」、７（なな）を「シチ」というのは構いません。

繰り返しについては、子どもによっては、教示が一度では耳に入らないときや、問題の意図が分かってい
なかったりする様子が見られたときに、その教示をもう一度繰り返して伝えるようにします。ただし、２回
までは繰り返しが許されてもそれ以上はしてはならないなど、各問題で定められた方法をよく承知しておく
ことが大切です。

再質問は、子どもの解答を正答としてよいのか判断に迷うことがある場合に、判定の手掛かりを得るため
再度子どもに質問を行うシステムが設けられています。

（具体例を挙げて説明する）

どのようなケースで再質問を行うか、再質問の仕方もマニュアルで決められていますので、相談担当者は
、再質問の熟知が必要です。

また、再質問は１回限りとされています。再質問後の解答が、また再質問に相当するような反応であった
場合は、その解答は誤答とします。

（実施マニュアルP20～34）
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次に、記録用紙の記入の仕方です。

実施中の記録は、手早く簡単に行えるよう記録用紙にチェックをするだけで良いように
工夫されています。

正誤の記述は、○や×を使わず、記号等で記入することで手早く記入していくことがで
きます。

31



【配付しない】

例えば、46問目は一部分が書けた絵を見て足りないところを答える問題ですが、右側の
欄には、提示された問題が書かれています。

子どもが正答した問題には＋、誤答の場合はーというように反応を記録していきます。

このように、実施中の記録は、手早く簡単に行えるよう記録用紙にチェックをするだけ
でよいように工夫されています。

また、採点を正確に行うためにも、その手掛かりとなる記録は正確になされていなけれ
ばなりません。

反応はできるだけそのまま、事実を記録し、ノンバーバルな部分も記録すると、具体的
な支援方法につながりやすいです。
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こちらは、記録をする際のポイントをまとめたものです。

採点を正確に行うためには、その手掛かりとなる記録を正確に行う必要があります

大切なことは、「ありのままの反応をそのまま記録する。」です。

子どもの解答に関しては、プラス、マイナスなどの符号を記録用紙につけておくだけで
も、一応結果の数量的な処理は可能ですが、子どもの知能特性をアセスメントするために
も、子どもの解答をできるだけそのままの形で正確に記録しておくことが望まれます。

言語化されたものだけではなく、ジェスチャーや表情など、非言語的な側面も記録する
ことが、具体的な支援につながります。

また、本検査では、子どもの前でさり気なく記録をとり、しかも解答を覗き見られない
ようなテクニックを身に付ける必要があります。判定結果を記録する場合、前のスライド
にあるように〇や×といった判定が一目で悟られるような記号は使用しないこともテクニ
ックの一つです。

また、記録にばかり専念して、子どもをよく観察していなかったり、実施法がおろそか
になったのでは、知能検査を実施する本来の目的が達成されないことになります。

行動観察の記録は検査中に全て書き終えるのではなく、メモ程度に残しておき、検査を
終了してから、反応記録などを綿密に検討しながらまとめるのがよいでしょう。

（採点マニュアルP11～14）
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採点法の基礎を説明します。

まずは、判定基準に従うことが大切です。子どもの解答を判定するには、各問題の合格
基準や正答基準に忠実に従うことが重要となってきます。そのためにも、判定基準を熟知
し、各問題の合格基準、正答基準に精通して、解答例を熟読しておく必要があります。

次に、ハロー効果です。

ハロー効果とは、子どもの解答とは無関係な要因が、採点や評価に影響を及ぼすことを
いいます。

子どもの反応を客観的かつ正確にアセスメントすることは難しいものです。無意識のう
ちに子どもの容姿や服装、パーソナリティなどの特性が判定に影響している場合があるこ
とを理解し、常に自己の採点や評価について振り返る必要があります。

これらの情報は全く得なくても良いということではなく、例えば耳が聞こえにくいなど
、何らかの配慮が必要な場合などは、事前に相談担当者が知っておくことで、子どもの負
担を軽減することができます。

（採点マニュアルP６～７）
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田中ビネー知能検査Ｖは年齢尺度で構成されていることから、子どもから得た解答は該
当した問題の精神レベルで評価することが重要となります。

例えば、生活年齢４歳の子どもに、８歳級の第61問「短文の復唱（B）」を実施したとこ
ろ、「いちろうは、ながいはちをわたって、うみのほうへいきまちた」のように幼児語が
見られた場合についてです。

３歳級の「短文の復唱」では、発音の不完全さは許容されることがマニュアルにも書い
てありますが、８歳級の正答基準には、「発音の不完全なものは正答としない。」となっ
ていることから、このケースは誤答となります。「４歳児だからこの程度の答えは許容し
よう。」といったように、評価基準を下げる必要はありません。

つまり、該当する問題の正答基準に従って解答は判定されなければならないということ
です。

（採点マニュアルP８）



検査は目的に合致するように実施しなければならないため、まず、子どもがどのような
コンディションで検査を受けたのか、検査場面での情報を得ておくことが大切です。

そのため、スライドにある事項を参考に、検査への取り組み状況をチェックしていくこ
とが考えられます。

これらについて把握し、記録を取っておき、検査終了後に、アセスメントシートの「行
動の記録」欄に整理して記録します。

これらの情報を基に検査結果を分析したり、仮説を立てることが可能になります。
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【配付しません】

田中ビネーの記録用紙には、スライドのような見開きのアセスメントシートがあります
。

赤枠の「行動観察の記録」欄には、導入場面の様子や問題に対する応答の様子をチェッ
クする欄があります。

スライドは、マニュアルに記載された記録の例ですが、それぞれ該当する項目に○印が
付いています。また、特徴的な言動は、記録もされています。

緑枠の部分には、「問題への取り組み」（５段階評定）を記載します。３を評価の中心
とし、取組の様子を５段階で評定します。

そして、青枠の「備考欄」には検査中の対象者の様子を具体的に記録します。

このように行動観察の記録を手掛かりに、検査結果の信頼性を判断していきます。

そのため、行動観察の記録は診断解釈の信憑性に関わってくるので、テスターは、詳細
且つ客観的に報告できる力が求められています。
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年齢に下位検査には、表にあるような特徴があります。

つまり、これらの特徴をしっかりと把握することで、検査を行うと同時に、教育的な助
言、いわゆる解釈につなげる様子について把握することになります。
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田中ビネー知能検査Ⅴは、一般的な知的発達を捉えたい場合に実施されることが多いで
すが、各下位検査の特徴を把握することにより分析的な解釈が可能になります。

皆さんがWISC-Ⅳ等で身に付けた分析力をぜひ活かして、具体的な分析を進めて欲しいと
思います。

本講義のまとめを行います。
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まとめです。
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心理検査によるアセスメントは、子どもの環境をより良くするための手掛かりを得るこ
とができます。検査結果を、子どもの十分な援助につなげることができなければ、アセス
メントの目的を果たしていないということになります。

本講義では、田中ビネーの概要を説明しましたが、まずは心理検査を手順どおりに実施
し、正しい検査結果を導き出すことが大切です。

また、検査の数値は子どもの全ての能力ではないということを改めて確認します。ビネ
ーの知能感について冒頭で説明しましたが、心理検査から読み取ることができた能力は、
個々に独立しているのではなく相互に重なり合い、複雑に絡み合っています。そのことを
十分に認識した上で、心理検査を活用し、子どもの能力を発揮できる環境の設定に役立て
てほしいと考えます。

検査結果とともに観察、聞き取りから得られた情報を基に総合的に子どものことを理解
していくことが大切です。
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